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条
例
の
あ
ら
ま
し

○
　
山
梨
県
職
員
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
条
例
第
百
五
号
）（
人
事
課
）

１
　
行
財
政
改
革
の
推
進
、
財
政
状
況
等
に
か
ん
が
み
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
十

二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
員
の
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
給

料
の
月
額
及
び
管
理
職
手
当
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
給
料
の
月
額
及
び
手
当
か
ら
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
率
を
当
該
給
料
の
月
額
及
び
手
当
に
乗
じ
て
得
た
額
を
減
額
す
る
こ
と
と
し
た
。

給
料
の
月
額

百
分
の
二

管
理
職
手
当
受
給
者

管
理
職
手
当

百
分
の
二
十
五

大
学
及
び
短
期
大
学
の
学
長

給
料
の
月
額

百
分
の
六
・
六

２
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
日
本
道
路
公
団
法
の
廃
止
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
（
条
例
第
百
六
号
）（
職
員

厚
生
課
）

１
　
日
本
道
路
公
団
法
の
廃
止
に
伴
い
、
次
に
掲
げ
る
関
係
条
例
中
の
用
語
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し

た
。

（一）

山
梨
県
恩
給
条
例

（二）

山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例

２
　
そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

３
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
行
政
機
関
等
の
設
置
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例（
条
例
第
百
七
号
）（
新

行
政
シ
ス
テ
ム
課
）

１
　
市
町
村
合
併
の
進
展
等
に
対
応
し
、
簡
素
で
効
率
的
な
行
政
運
営
を
行
う
た
め
、
次
に
掲
げ
る
行

政
機
関
等
の
再
編
整
備
等
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（一）

山
梨
県
行
政
機
関
等
の
設
置
に
関
す
る
条
例
中
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

a

地
域
振
興
局
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
、
中
北
、
峡
東
、
峡
南
及
び
富
士
・
東
部
の
四
地
域
に
、

次
の
行
政
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

（�）

地
域
県
民
セ
ン
タ
ー

（�）

保
健
福
祉
事
務
所
（
保
健
所
）

（�）

林
務
環
境
事
務
所

（�）

農
務
事
務
所
　
　

（�）

建
設
事
務
所

s

保
健
福
祉
事
務
所
（
保
健
所
）
及
び
建
設
事
務
所
に
支
所
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
、
支
所
に

関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

山
梨
県
保
健
所
諸
収
入
条
例
中
民
間
検
診
機
関
等
の
充
実
に
よ
り
保
健
所
の
一
般
健
康
診
断
業

務
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
、当
該
業
務
に
係
る
手
数
料
に
関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
中
行
政
機
関
等
の
廃
止
に
伴
い
、
所
要

の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（四）

山
梨
県
総
合
農
業
試
験
場
手
数
料
条
例
中
高
度
な
農
業
技
術
の
普
及
指
導
業
務
を
山
梨
県
総
合

農
業
試
験
場
で
行
う
こ
と
と
し
、
そ
の
名
称
を
「
山
梨
県
総
合
農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る

こ
と
と
し
た
。

（五）

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
中
保
健
所
の
統
合
に
伴
い
、
感
染
症
診
査
協
議
会
の

名
称
等
の
改
正
を
附
則
で
行
う
こ
と
と
し
た
。

（六）

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
県
民
相
談
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
百
八
号
）（
県
民
生

活
課
）

１
　
山
梨
県
県
民
生
活
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、
開
か
れ
た
県
政
の
推
進
並
び
に
県
民
生
活
の
安
定
及
び

向
上
に
資
す
る
た
め
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。
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梨
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（一）

題
名
を
「
山
梨
県
県
民
生
活
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
」
と
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

設
置
の
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

県
民
に
対
し
て
県
行
政
及
び
県
民
生
活
に
関
す
る
相
談
の
窓
口
を
広
く
開
き
、
相
談
へ
の
迅
速

か
つ
的
確
な
対
応
を
図
り
、
並
び
に
消
費
者
の
自
立
を
支
援
し
、
も
っ
て
開
か
れ
た
県
政
の
推
進

並
び
に
県
民
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
資
す
る
た
め
、
県
民
生
活
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
。

（三）

所
掌
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
次
の
事
務
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

a

消
費
生
活
に
係
る
相
談
及
び
苦
情
の
処
理
の
あ
つ
せ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

s

消
費
者
に
対
す
る
啓
発
及
び
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

d

商
品
の
試
験
及
び
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

（四）

そ
の
他
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
知
事
等
の
給
料
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
百
九
号
）（
人

事
課
）

１
　
一
般
職
の
県
職
員
の
給
与
の
改
定
、
行
財
政
改
革
の
推
進
、
財
政
の
状
況
等
に
か
ん
が
み
、
平
成

十
八
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
員

の
給
料
に
つ
い
て
、同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
率
を
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
に
引
き
上
げ
、

当
該
率
を
当
該
給
料
の
額
に
乗
じ
て
得
た
額
を
減
額
す
る
こ
と
と
し
た
。

知
　
　
　
　
　
事

百
分
の
五

百
分
の
十

副
　
　
知
　
　
事

出
　
　
納
　
　
長

公
営
企
業
管
理
者

百
分
の
三

百
分
の
七

教
　
　
育
　
　
長

常
勤
監
査
委
員

２
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第

百
十
号
）（
人
事
課
）

１
　
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
の
両
立
支
援
の
た
め
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
勤
務
時
間
制
度
の
改
定

等
に
か
ん
が
み
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（一）

育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
を
新
設
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

特
別
休
暇
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

a

男
性
職
員
の
育
児
参
加
休
暇
を
新
設
す
る
こ
と
と
し
た
。

s

職
員
の
育
児
休
暇
の
期
間
を
一
日
二
回
そ
れ
ぞ
れ
六
十
分
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

d

配
偶
者
出
産
休
暇
の
期
間
を
三
日
以
内
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

f

子
の
看
護
休
暇
の
取
得
期
間
を
中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
百
十
一
号
）

（
教
育
庁
義
務
教
育
課
）

１
　
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
の
両
立
支
援
の
た
め
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
勤
務
時
間
制
度
の
改
定

等
に
か
ん
が
み
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（一）

育
児
又
は
介
護
を
行
う
学
校
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
を
新
設
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

特
別
休
暇
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
。

a

男
性
職
員
の
育
児
参
加
休
暇
を
新
設
す
る
こ
と
と
し
た
。

s

職
員
の
育
児
休
暇
の
期
間
を
一
日
二
回
そ
れ
ぞ
れ
六
十
分
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

d

配
偶
者
出
産
休
暇
の
期
間
を
三
日
以
内
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

f

子
の
看
護
休
暇
の
取
得
期
間
を
中
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○
　
山
梨
県
消
費
生
活
条
例
（
条
例
第
百
十
二
号
）（
県
民
生
活
課
）

１
　
消
費
者
の
権
利
の
尊
重
及
び
そ
の
自
立
の
支
援
等
を
基
本
理
念
と
し
、
県
が
実
施
す
る
施
策
に
つ

い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
を
図
る
た
め
、
次

の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

（一）

名
称
を
「
山
梨
県
消
費
生
活
条
例
」
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

（二）

県
及
び
事
業
者
の
責
務
、
消
費
者
の
役
割
等
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

（三）

危
険
な
商
品
又
は
役
務
の
供
給
の
禁
止
、
合
理
的
な
根
拠
を
示
す
資
料
の
提
出
、
違
反
事
業
者

の
指
導
及
び
勧
告
並
び
に
消
費
者
へ
の
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

（四）

表
示
等
の
適
正
化
、
県
に
よ
る
表
示
等
の
基
準
並
び
に
違
反
事
業
者
の
指
導
及
び
勧
告
に
つ
い

て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

（五）

契
約
の
勧
誘
、
締
結
、
履
行
、
解
除
及
び
与
信
の
各
段
階
に
お
け
る
不
当
な
取
引
行
為
の
禁
止
、

違
反
事
業
者
の
指
導
及
び
勧
告
並
び
に
消
費
者
へ
の
情
報
の
提
供
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し

た
。

（六）

消
費
生
活
相
談
員
、
苦
情
等
の
処
理
、
消
費
生
活
紛
争
処
理
委
員
会
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
及
び
調

停
並
び
に
訴
訟
費
用
の
貸
付
け
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

（七）

消
費
生
活
と
の
関
連
性
が
高
い
商
品
の
需
給
の
安
定
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

（八）

啓
発
活
動
及
び
教
育
の
推
進
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

（九）

事
業
者
の
条
例
違
反
等
に
関
し
知
事
に
申
し
出
て
適
当
な
措
置
を
求
め
る
制
度
に
つ
い
て
定
め

る
こ
と
と
し
た
。

（十）

不
服
申
立
て
そ
の
他
重
要
事
項
に
係
る
調
査
審
議
を
行
う
第
三
者
機
関
と
し
て
山
梨
県
消
費
生

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
七
十
三
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

二



活
審
議
会
の
設
置
及
び
そ
の
権
限
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

立
入
調
査
、
勧
告
前
の
意
見
陳
述
等
の
機
会
の
付
与
及
び
公
表
制
度
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と

し
た
。

附
則
と
し
て
次
の
と
お
り
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

a

旧
条
例
の
審
議
会
に
意
見
聴
取
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
条
例
の
審
議
会
の
意
見
聴
取
を

行
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
と
し
た
。

s

旧
条
例
の
勧
告
等
に
つ
い
て
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

d

附
属
機
関
の
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と

し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
１
　
a
に
つ
い

て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条
　
　
　
例

山
梨
県
職
員
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
百
五
号

山
梨
県
職
員
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例

（
給
料
月
額
の
特
例
）

第
一
条

平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
以
下
「
特
例
期
間
」

と
い
う
。）
に
係
る
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
九
号
。
以
下

「
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。）
第
十
一
条
の
二
、
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
七
年

山
梨
県
条
例
第
四
十
号
。
以
下
「
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。）
第
十
一
条
の
二
及
び
山
梨
県

警
察
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
。
以
下
「
警
察
職
員
給
与
条
例
」

と
い
う
。）
第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
管
理
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
者
並
び
に
大
学
及
び
短

期
大
学
の
学
長
（
学
校
職
員
給
与
条
例
別
表
第
一
の
五
級
指
定
一
号
給
及
び
指
定
二
号
給
に
定
め
る

給
料
月
額
の
支
給
を
受
け
る
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
給
料
の
月
額
に
つ
い

て
は
、
職
員
給
与
条
例
第
七
条
第
二
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
五
条
の
二
第
二
項
及
び
警
察
職
員

給
与
条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
べ
き
額
か
ら
、

当
該
額
に
百
分
の
二
（
大
学
及
び
短
期
大
学
の
学
長
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
六
・
六
）
を
乗
じ
て
得

た
額
を
減
じ
た
額
を
支
給
す
る
。

２
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
条
例
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
手
当
の
額
の
算
出
の

基
礎
と
な
る
給
料
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

一
　
職
員
給
与
条
例
　
第
十
一
条
に
規
定
す
る
給
料
の
調
整
額
、
第
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
管
理

職
手
当
、
第
十
四
条
の
二
及
び
第
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
地
域
手
当
、
第
二
十
五
条
に
規
定
す

る
特
地
勤
務
手
当
、
第
二
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
、
第
三
十
二

条
に
規
定
す
る
期
末
手
当
並
び
に
第
三
十
三
条
に
規
定
す
る
勤
勉
手
当

二
　
学
校
職
員
給
与
条
例
　
第
十
一
条
に
規
定
す
る
給
料
の
調
整
額
、
第
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る

管
理
職
手
当
、
第
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
地
域
手
当
、
第
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
へ
き
地
手

当
、
第
十
六
条
の
三
に
規
定
す
る
へ
き
地
手
当
に
準
ず
る
手
当
、
第
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
特

地
勤
務
手
当
、
第
十
六
条
の
五
に
規
定
す
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
、
第
十
六
条
の
六
に

規
定
す
る
定
時
制
通
信
教
育
手
当
、
第
十
六
条
の
七
に
規
定
す
る
産
業
教
育
手
当
、
第
二
十
二
条

に
規
定
す
る
期
末
手
当
及
び
第
二
十
二
条
の
四
に
規
定
す
る
勤
勉
手
当

三
　
警
察
職
員
給
与
条
例
　
第
十
一
条
に
規
定
す
る
給
料
の
調
整
額
、
第
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る

管
理
職
手
当
、
第
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
地
域
手
当
、
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
特
地
勤
務
手

当
、
第
二
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
、
第
三
十
条
に
規
定
す
る
期

末
手
当
及
び
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
勤
勉
手
当

四
　
山
梨
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）

第
三
条

か
ら
第
五
条
の
二
ま
で
及
び
第
六
条
並
び
に
附
則
第
十
二
項
、
第
二
十
六
項
か
ら
第
二
十
八
項
ま

で
及
び
第
三
十
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当

（
管
理
職
手
当
の
額
の
特
例
）

第
二
条

特
例
期
間
に
支
給
す
る
管
理
職
手
当
の
額
は
、
職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
の
二
第
二
項
、
学

校
職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
の
二
第
二
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
額
か
ら
、
当
該
額
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ

て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
を
減
じ
た
額

と
す
る
。

（
企
業
職
員
へ
の
適
用
）

第
三
条

特
例
期
間
に
お
け
る
山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四

十
一
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「（
昭
和
二
十

七
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
九
号
）」
と
あ
る
の
は
、「（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
九
号
）、

山
梨
県
職
員
等
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
百
五
号
）」
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
及
び
第
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
地
域
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
か
ら
第
十
四
条
の
四
ま
で

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
七
十
三
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

三

十
一�

十
二�

十
二�

、
、

、
、



に
規
定
す
る
調
整
手
当
」
と
、「
並
び
に
第
三
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
第
三
十
三
条
」
と
、

「
管
理
職
手
当
、
第
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
地
域
手
当
」
及
び
「
管
理
職
手
当
、
第
十
五
条
の
二

に
規
定
す
る
地
域
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
職
手
当
」
と
す
る
。

３
　
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
一
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
職
員
給
与
条
例
第
七
条
第
二
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第

五
条
の
二
第
二
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
第
七
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、「
職
員
給
与
条
例
第

七
条
第
二
項
及
び
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
及
び
山
梨
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の

特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
百
二
号
）
附
則
第
十

一
条
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
五
条
の
二
第
二
項
及
び
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
百
三
号
）
附
則
第
十
条
並
び
に
警
察
職
員
給
与
条
例
第
七

条
第
二
項
及
び
山
梨
県
警
察
職
員
給
与
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例

第
百
四
号
）
附
則
第
十
一
条
」
と
す
る
。

日
本
道
路
公
団
法
の
廃
止
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
百
六
号

日
本
道
路
公
団
法
の
廃
止
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

（
山
梨
県
恩
給
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

山
梨
県
恩
給
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

七
十
四
条
の
三
中
「
日
本
道
路
公
団
、
森
林
開
発
公
団
」
を
「
旧
日
本
道
路
公
団
、
旧
森
林
開

発
公
団
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

山
梨
県
自
然
環
境
保
全
条
例
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
三
項
中
「
次
の
各
号
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
行
な
う
」
を

「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
公
団
等
」
を
「
公
共
的
団
体
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
及
び

第
十
一
項
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
行
政
機
関
等
の
設
置
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
百
七
号

山
梨
県
行
政
機
関
等
の
設
置
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
山
梨
県
行
政
機
関
等
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

山
梨
県
行
政
機
関
等
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
）

第
二
条

法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
防
災
及
び
情
報
公
開
、
情
報
提
供
そ
の
他
総

合
的
な
案
内
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
。

２
　
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

位
　
　
　
置

所
　
　
管
　
　
区
　
　
域

山
梨
県
中
北
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー

韮
崎
市

中
巨
摩
郡
、
甲
府
市
、
韮
崎
市
、

南
ア
ル
プ
ス
市
、
北
杜
市
、
甲
斐

市
及
び
中
央
市

山
梨
県
峡
東
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー

甲
州
市

東
八
代
郡
、
山
梨
市
、
笛
吹
市
及

び
甲
州
市

山
梨
県
峡
南
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
西
八
代
郡
及
び
南
巨
摩
郡

山
梨
県
富
士
・
東
部
地
域
県
民
セ
ン

都
留
市

南
都
留
郡
、
北
都
留
郡
、
富
士
吉

タ
ー

田
市
、
都
留
市
、
大
月
市
及
び
上

野
原
市

第
十
五
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
十
四
条
中
「
必
要
に
応
じ
」
を
「
こ
の
条
例
に
規
定
す
る
行
政
機
関
等
に
、
そ
の
所
掌
事
務
の

一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、」
に
、「
地
域
振
興
局
に
出
先
事
務
所
」
を
「
当
該
行
政
機
関
等
の
支

所
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
農
務
事
務
所
）

第
十
五
条

法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
農
業
及
び
水
産
業
並
び
に
農
地
関
係
の
調

整
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
農
務
事
務
所
を
設
置
す
る
。

２
　
農
務
事
務
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

位
　
　
　
置

所
　
　
管
　
　
区
　
　
域

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
七
十
三
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

四



山
梨
県
中
北
農
務
事
務
所

韮
崎
市

中
巨
摩
郡
、
甲
府
市
、
韮
崎
市
、

南
ア
ル
プ
ス
市
、
北
杜
市
、
甲
斐

市
及
び
中
央
市

山
梨
県
峡
東
農
務
事
務
所

甲
州
市

東
八
代
郡
、
山
梨
市
、
笛
吹
市
及

び
甲
州
市

山
梨
県
峡
南
農
務
事
務
所

西
八
代
郡
市
川
三
西
八
代
郡
及
び
南
巨
摩
郡

郷
町

山
梨
県
富
士
・
東
部
農
務
事
務
所

都
留
市

南
都
留
郡
、
北
都
留
郡
、
富
士
吉

田
市
、
都
留
市
、
大
月
市
及
び
上

野
原
市

（
建
設
事
務
所
）

第
十
六
条

法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
、
河
川
、
都
市
計
画
、
住
宅
及
び
建

築
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
建
設
事
務
所
を
設
置
す
る
。

２
　
建
設
事
務
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

位
　
　
　
置

所
　
　
管
　
　
区
　
　
域

山
梨
県
中
北
建
設
事
務
所

甲
府
市

中
巨
摩
郡
、
甲
府
市
、
韮
崎
市
、

南
ア
ル
プ
ス
市
、
北
杜
市
、
甲
斐

市
及
び
中
央
市

山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所

甲
州
市

東
八
代
郡
、
山
梨
市
、
笛
吹
市
及

び
甲
州
市

山
梨
県
峡
南
建
設
事
務
所

西
八
代
郡
市
川
三
西
八
代
郡
及
び
南
巨
摩
郡

郷
町

山
梨
県
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所

大
月
市

南
都
留
郡
、
北
都
留
郡
、
富
士
吉

田
市
、
都
留
市
、
大
月
市
及
び
上

野
原
市

第
十
三
条
を
削
る
。

第
十
二
条
の
表
中
「
甲
府
市
」
を
「
甲
斐
市
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
一
条
を

第
十
三
条
と
し
、
第
十
条
を
第
十
二
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
林
務
環
境
事
務
所
）

第
十
一
条

法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
森
林
及
び
林
業
並
び
に
環
境
の
保
全
に
関

す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
林
務
環
境
事
務
所
を
設
置
す
る
。

２
　
林
務
環
境
事
務
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

位
　
　
　
置

所
　
　
管
　
　
区
　
　
域

山
梨
県
中
北
林
務
環
境
事
務
所

韮
崎
市

中
巨
摩
郡
、
甲
府
市
、
韮
崎
市
、

南
ア
ル
プ
ス
市
、
北
杜
市
、
甲
斐

市
及
び
中
央
市

山
梨
県
峡
東
林
務
環
境
事
務
所

甲
州
市

東
八
代
郡
、
山
梨
市
、
笛
吹
市
及

び
甲
州
市

山
梨
県
峡
南
林
務
環
境
事
務
所

西
八
代
郡
市
川
三
西
八
代
郡
及
び
南
巨
摩
郡

郷
町

山
梨
県
富
士
・
東
部
林
務
環
境
事
務
　
都
留
市

南
都
留
郡
、
北
都
留
郡
、
富
士
吉

所

田
市
、
都
留
市
、
大
月
市
及
び
上

野
原
市

第
九
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
八
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

位
　
　
　
置

所
　
　
管
　
　
区
　
　
域

山
梨
県
中
北
保
健
所

甲
府
市

中
巨
摩
郡
、
甲
府
市
、
韮
崎
市
、

南
ア
ル
プ
ス
市
、
北
杜
市
、
甲
斐

市
及
び
中
央
市

山
梨
県
峡
東
保
健
所

山
梨
市

東
八
代
郡
、
山
梨
市
、
笛
吹
市
及

び
甲
州
市

山
梨
県
峡
南
保
健
所

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
西
八
代
郡
及
び
南
巨
摩
郡

山
梨
県
富
士
・
東
部
保
健
所

富
士
吉
田
市

南
都
留
郡
、
北
都
留
郡
、
富
士
吉

田
市
、
都
留
市
、
大
月
市
及
び
上

野
原
市

第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
条
の
次
に
次

の
一
条
を
加
え
る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
七
十
三
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

五



（
保
健
福
祉
事
務
所
）

第
五
条

法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
社
会
福
祉
、
社
会
保
障
及
び
保
健
衛
生
に
関

す
る
事
務
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
保
健
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
。

２
　
保
健
福
祉
事
務
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
域
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

位
　
　
　
置

所
　
　
管
　
　
区
　
　
域

山
梨
県
中
北
保
健
福
祉
事
務
所

甲
府
市

中
巨
摩
郡
、
甲
府
市
、
韮
崎
市
、

南
ア
ル
プ
ス
市
、
北
杜
市
、
甲
斐

市
及
び
中
央
市

山
梨
県
峡
東
保
健
福
祉
事
務
所

山
梨
市

東
八
代
郡
、
山
梨
市
、
笛
吹
市
及

び
甲
州
市

山
梨
県
峡
南
保
健
福
祉
事
務
所

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町
西
八
代
郡
及
び
南
巨
摩
郡

山
梨
県
富
士
・
東
部
保
健
福
祉
事
務

富
士
吉
田
市

南
都
留
郡
、
北
都
留
郡
、
富
士
吉

所

田
市
、
都
留
市
、
大
月
市
及
び
上

野
原
市

３
　
保
健
福
祉
事
務
所
を
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に

規
定
す
る
福
祉
に
関
す
る
事
務
所
と
し
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
事
務
に
係
る
所
管
区
域
は
、

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
保
健
福
祉
事
務
所
の
所
管
区
域
か
ら
市
の
区
域

を
除
い
た
区
域
と
す
る
。

４
　
保
健
福
祉
事
務
所
に
お
け
る
生
活
保
護
に
関
す
る
事
務
に
係
る
所
管
区
域
は
、
前
二
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

所
　
　
管
　
　
区
　
　
域

山
梨
県
峡
南
保
健
福
祉
事
務
所

東
八
代
郡
、
西
八
代
郡
、
南
巨
摩

郡
及
び
中
巨
摩
郡

山
梨
県
富
士
・
東
部
保
健
福
祉
事
務
所

南
都
留
郡
及
び
北
都
留
郡

附
則
第
九
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
を
削
る
。

（
山
梨
県
保
健
所
諸
収
入
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

山
梨
県
保
健
所
諸
収
入
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
保
健
所
手
数
料
条
例

第
一
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「（
手
数
料
）」
を
付
し
、
同
条
中
「
を
利
用
す
る
」
を
「
に
お

い
て
水
質
試
験
又
は
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
」
に
改
め
、「
使
用
料
又
は
」
及
び
　

「
（
以
下
「
料
金
」
と
い
う
。）」
を
削
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条

手
数
料
の
額
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

（
手
数
料
の
納
付
時
期
）

第
三
条

手
数
料
は
、
申
請
と
同
時
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
に
見
出
し
と
し
て
「（
手
数
料
の
減
免
）」
を
付
し
、
同
条
中
「
、
そ
の
他
」
を
削
り
、

「
必
要
」
の
下
に
「
が
あ
る
」
を
加
え
、「
こ
の
条
例
に
定
め
る
料
金
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る

も
の
と
す
る
」
を
「
手
数
料
の
減
免
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
第

三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
手
数
料
の
不
還
付
）

第
四
条

既
に
納
付
し
た
手
数
料
は
、
還
付
し
な
い
。

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

一
　
文
書
料

区
　
　
　
　
分

金
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
額

試
験
の
成
績
書
又
は

一
通
に
つ
き
一
、
一
五
〇
円

証
明
書

二
　
試
験
検
査
料

区
　
　
　
　
分

金
　
　
　
　
　
額
　
　

摘
　
　
　
　
　
要

飲
料
水

一
般
飲
料

一
件
に
つ
き
八
、
四
七
〇
円
水
質
基
準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五

試
験

水
試
験

年
厚
生
労
働
省
令
第
百
一
号
）
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
一
般
細

菌
、
大
腸
菌
、
硝
酸
態
窒
素
及
び
亜
硝

酸
態
窒
素
、
鉄
及
び
そ
の
化
合
物
、
塩

化
物
イ
オ
ン
、
硬
度
、
全
有
機
炭
素
の

量
、
ＰＨ
値
、
味
、
臭
気
、
色
度
並
び
に

濁
度

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
七
十
三
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

六



細
菌
学
的

一
件
に
つ
き
一
、
四
三
〇
円
一
般
飲
料
水
試
験
の
摘
要
の
欄
に
掲
げ

試
験

る
事
項
の
う
ち
、
一
般
細
菌
及
び
大
腸

菌

理
化
学
的

一
件
に
つ
き
七
、
〇
四
〇
円
一
般
飲
料
水
試
験
の
摘
要
の
欄
に
掲
げ

試
験

る
事
項
の
う
ち
、
一
般
細
菌
及
び
大
腸

菌
を
除
く
事
項

（
青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
四

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
中
「
、
地
域
振
興
局
」
を
削
る
。

（
山
梨
県
総
合
農
業
試
験
場
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条

山
梨
県
総
合
農
業
試
験
場
手
数
料
条
例
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
総
合
農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
手
数
料
条
例

第
一
条
及
び
第
二
条
中
「
山
梨
県
総
合
農
業
試
験
場
」
を
「
山
梨
県
総
合
農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
」

に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
梨
県
行
政
機
関
等
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
前
に
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
行
政
機
関
等
の
設
置
に
関
す
る
条
例
に
規
定
す
る
機
関
の
長
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
こ
れ
ら
の
機
関
の
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他

の
行
為
は
、
施
行
日
以
後
は
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
行
政
機
関
等
の
設
置
に
関
す

る
条
例
に
規
定
す
る
相
当
の
機
関
の
長
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
こ
れ
ら
の
機

関
の
長
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

（
山
梨
県
保
健
所
諸
収
入
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

３
　
施
行
日
以
後
に
健
康
診
断
の
結
果
に
関
す
る
文
書
の
交
付
を
申
請
す
る
場
合
の
手
数
料
に
つ
い
て

は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
保
健
所
手
数
料
条
例
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
診
断
書
料
又
は
身
体
検
査
書
料
　
一
通
に
つ
き
千
二
百
六
十
円

二
　
証
明
書
料
　
一
通
に
つ
き
三
百
七
十
円

（
山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

４
　
山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
四
号
中
「
甲
府
保
健
所
感
染
症
診
査
協
議
会
、
日
下
部
保
健
所
感
染
症
診
査
協

議
会
、
石
和
保
健
所
感
染
症
診
査
協
議
会
、
身
延
保
健
所
感
染
症
診
査
協
議
会
、
小
笠
原
保
健
所
感

染
症
診
査
協
議
会
、
韮
崎
保
健
所
感
染
症
診
査
協
議
会
、
吉
田
保
健
所
感
染
症
診
査
協
議
会
及
び
大

月
保
健
所
感
染
症
診
査
協
議
会
」
を
「
中
北
保
健
所
感
染
症
診
査
協
議
会
、
峡
東
保
健
所
感
染
症
診

査
協
議
会
、
峡
南
保
健
所
感
染
症
診
査
協
議
会
及
び
富
士
・
東
部
保
健
所
感
染
症
診
査
協
議
会
」
に

改
め
る
。

第
三
条
の
三
第
一
項
中
「
第
八
条
」
を
「
第
九
条
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
県
民
相
談
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
百
八
号

山
梨
県
県
民
相
談
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
県
民
相
談
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
山
梨
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
県
民
生
活
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例

第
一
条
中
「
開
く
と
と
も
に
」
を
「
開
き
」
に
改
め
、「
図
り
」
の
下
に
「
、
並
び
に
消
費
者
の
自

立
を
支
援
し
」
を
、「
推
進
」
の
下
に
「
並
び
に
県
民
生
活
の
安
定
及
び
向
上
」
を
加
え
、「
県
民
相

談
セ
ン
タ
ー
」
を
「
県
民
生
活
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
二
条
中
「
県
民
相
談
セ
ン
タ
ー
の
」
を
「
県
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の
」
に
、「
山
梨
県
県
民
相
談
セ

ン
タ
ー
」
を
「
山
梨
県
県
民
生
活
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
山
梨
県
県
民
相
談
セ
ン
タ
ー
」
を
「
山
梨
県
県
民
生
活
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」

と
い
う
。）」
に
改
め
、
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六
　
消
費
生
活
に
係
る
相
談
及
び
苦
情
の
処
理
の
あ
つ
せ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

七
　
消
費
者
に
対
す
る
啓
発
及
び
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
商
品
の
試
験
及
び
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
務

第
四
条
中
「
山
梨
県
県
民
相
談
セ
ン
タ
ー
」
を
「
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

附
　
則

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
七
十
三
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

七



こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
知
事
等
の
給
料
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
百
九
号

山
梨
県
知
事
等
の
給
料
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
知
事
等
の
給
料
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
山
梨
県
条
例
第
六
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
平
成
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
十
八
年
一
月

一
日
か
ら
平
成
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
、「
百
分
の
五
」
を
「
百
分
の
十
」
に
、「
百
分
の
三
」

を
「
百
分
の
七
」
に
改
め
る
。

第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
の
規
定
中
「
百
分
の
三
」
を
「
百
分
の
七
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
百
十
号

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
条
例
第
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
二
第
二
項
中
「（
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
常
態
と
し
て
当
該
子

を
保
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る

当
該
職
員
を
除
く
。）」
を
削
り
、「
前
条
第
二
項
」
を
「
第
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
要
介
護
者
（
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

者
で
負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
に

わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
「
第
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
」
に
、「
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
、
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
、」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。）
の
あ
る
職
員
が
、
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
、」
に
改
め
、「（
職
員
の
配
偶

者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
常
態
と
し
て
当
該
子
を
保
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。）」
を
削
り
、
同
条
を

第
八
条
の
三
と
し
、
第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
）

第
八
条
の
二

任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶

者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。
次
条
第
二
項
に
お

い
て
同
じ
。）
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請

求
し
た
場
合
に
は
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
職
員
に
当
該
請
求
に
係
る
早
出
遅
出
勤
務
（
始
業
及
び
終
業
の
時
刻
を
、
職
員
が

育
児
又
は
介
護
を
行
う
た
め
の
も
の
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
特
定
の
時
刻
と
す
る
勤
務
時

間
の
割
振
り
に
よ
る
勤
務
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）
を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
を
介
護

す
る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る

ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
（
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
常
態
と
し
て
当
該
子
を

養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る

当
該
職
員
を
除
く
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支

障
が
あ
る
者
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。）
の
あ
る
職
員
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
早
出
遅
出
勤
務
に
関
す
る
手
続
そ
の
他
の
早
出
遅
出
勤
務
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
要
介
護
者
」
を
「
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
で
負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
要
介
護
者
」
を
「
前
項
に
規
定
す
る
者
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
十
一
の
項
中
「
三
十
分
」
を
「
六
十
分
」
に
改
め
、
同
表
十
二
の
項
中
「
小
学
校
」
を

「
中
学
校
」
に
改
め
、
同
表
十
三
の
項
中
「
二
日
」
を
「
三
日
」
に
改
め
、
同
表
十
八
の
項
を
同
表
十

九
の
項
と
し
、
同
表
十
四
の
項
か
ら
十
七
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
十
三
の
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

男
性
職
員
の
育
児
参
加

五
日
以
内

１４

休
暇

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
七
十
三
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

八



附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
百
十
一
号

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
二
第
二
項
中
「（
学
校
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
常
態
と
し
て
当

該
子
を
保
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お

け
る
当
該
学
校
職
員
を
除
く
。）」
を
削
り
、「
前
条
第
二
項
」
を
「
第
九
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
要
介
護
者
（
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者

を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
者
で
負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め

る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
「
第
十
六

条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
」
に
、「
要
介
護
者
の
あ
る
学
校
職
員

が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
、」
を
「
第
十
六
条
第

一
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。）
の
あ
る

学
校
職
員
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
、」
に
改
め
、

「（
学
校
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
常
態
と
し
て
当
該
子
を
保
育
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
学
校
職
員
を
除

く
。）」
を
削
り
、
同
条
を
第
九
条
の
三
と
し
、
第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
学
校
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務
）

第
九
条
の
二

県
教
育
委
員
会
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
学
校
職
員
（
学

校
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
学
校
職
員
を
除
　

く
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）
が
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
　

を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
人
事
委
員
　

会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
学
校
職
員
に
当
該
請
求
に
係
る
早
出
遅
出
勤
務
（
始
業
及

び
終
業
の
時
刻
を
、
学
校
職
員
が
育
児
又
は
介
護
を
行
う
た
め
の
も
の
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
　

れ
た
特
定
の
時
刻
と
す
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
よ
る
勤
務
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）

を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
を
介
護

す
る
学
校
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達

す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
学
校
職
員
（
学
校
職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
常
態
と

し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る

場
合
に
お
け
る
当
該
学
校
職
員
を
除
く
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）
が
、
人
事
委
員
会
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
常

生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。）
の
あ
る
学
校
職
員
が
、
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３
　
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
早
出
遅
出
勤
務
に
関
す
る
手
続
そ
の
他
の
早
出
遅
出
勤
務
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
要
介
護
者
」
を
「
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の

事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）、
父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
で
負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害
に
よ
り
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
要
介
護
者
」
を
「
前
項
に
規
定
す
る
者
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
十
一
の
項
中
「
三
十
分
」
を
「
六
十
分
」
に
改
め
、
同
表
十
二
の
項
中
「
小
学
校
」
を

「
中
学
校
」
に
改
め
、
同
表
十
三
の
項
中
「
二
日
」
を
「
三
日
」
に
改
め
、
同
表
十
八
の
項
を
同
表
十

九
の
項
と
し
、
同
表
十
四
の
項
か
ら
十
七
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
十
三
の
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

男
性
職
員
の
育
児
参
加
　
五
日
以
内

１４

休
暇

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
消
費
生
活
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
条
例
第
百
十
二
号

山
梨
県
消
費
生
活
条
例

山
梨
県
消
費
生
活
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
年
山
梨
県
条
例
第
十
一
号
）
の
全
部
を
改
正

す
る
。

目
次第

一
章
　
総
則
（
第
一
条
―
第
八
条
）

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
七
十
三
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

九



第
二
章
　
消
費
者
の
安
全
の
確
保
（
第
九
条
―
第
十
二
条
）

第
三
章
　
表
示
の
適
正
化
等
（
第
十
三
条
―
第
十
五
条
）

第
四
章
　
不
当
な
取
引
の
防
止
（
第
十
六
条
―
第
十
八
条
）

第
五
章
　
消
費
者
被
害
の
救
済
（
第
十
九
条
―
第
二
十
五
条
）

第
六
章
　
生
活
関
連
商
品
の
需
給
の
安
定
（
第
二
十
六
条
・
第
二
十
七
条
）

第
七
章
　
啓
発
活
動
及
び
教
育
の
推
進
等
（
第
二
十
八
条
・
第
二
十
九
条
）

第
八
章
　
知
事
に
対
す
る
申
出
（
第
三
十
条
）

第
九
章
　
山
梨
県
消
費
生
活
審
議
会
（
第
三
十
一
条
）

第
十
章
　
雑
則
（
第
三
十
二
条
―
第
三
十
六
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
の
情
報
の
質
及
び
量
並
び
に
交
渉
力
等
の
格
差
に

か
ん
が
み
、
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
に
関
し
、
消
費
者
の
権
利
の
尊
重
及
び
そ
の
自
立
の

支
援
そ
の
他
の
基
本
理
念
を
定
め
、
県
及
び
事
業
者
の
責
務
等
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
県
が

実
施
す
る
施
策
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向

上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一
　
消
費
者
　
個
人
（
事
業
と
し
て
又
は
事
業
の
た
め
に
契
約
の
当
事
者
と
な
る
場
合
に
お
け
る
も

の
を
除
く
。）
を
い
う
。

二
　
事
業
者
　
法
人
そ
の
他
の
団
体
及
び
事
業
と
し
て
又
は
事
業
の
た
め
に
契
約
の
当
事
者
と
な
る

場
合
に
お
け
る
個
人
を
い
う
。

三
　
商
品
　
消
費
者
が
消
費
生
活
を
営
む
上
に
お
い
て
使
用
す
る
物
を
い
う
。

四
　
役
務
　
消
費
者
が
消
費
生
活
を
営
む
上
に
お
い
て
使
用
し
、
又
は
利
用
す
る
も
の
の
う
ち
、
商

品
以
外
の
も
の
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
三
条

消
費
者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
に
関
す
る
施
策
（
以
下
「
消
費
者
施
策
」
と
い
う
。）
の

推
進
は
、
県
民
の
消
費
生
活
に
お
け
る
基
本
的
な
需
要
が
満
た
さ
れ
、
そ
の
健
全
な
生
活
環
境
が
確

保
さ
れ
る
中
で
、
次
に
掲
げ
る
消
費
者
の
権
利
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
消
費
者
が
自
ら
の
利
益
の

擁
護
及
び
増
進
の
た
め
自
主
的
か
つ
合
理
的
に
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
消
費
者
の
自
立
を
支

援
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
消
費
者
の
安
全
が
確
保
さ
れ
る
権
利

二
　
商
品
及
び
役
務
に
つ
い
て
消
費
者
の
自
主
的
か
つ
合
理
的
な
選
択
の
機
会
が
確
保
さ
れ
る
権
利

三
　
必
要
な
情
報
及
び
教
育
の
機
会
を
提
供
さ
れ
る
権
利

四
　
消
費
者
の
意
見
が
消
費
者
施
策
に
反
映
さ
れ
る
権
利

五
　
被
害
が
生
じ
た
場
合
に
適
切
か
つ
迅
速
に
救
済
さ
れ
る
権
利

２
　
消
費
者
の
自
立
の
支
援
に
当
た
っ
て
は
、
消
費
者
の
安
全
の
確
保
等
に
関
し
て
事
業
者
に
よ
る
適

正
な
事
業
活
動
の
確
保
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
消
費
者
の
年
齢
そ
の
他
の
特
性
に
配
慮
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
消
費
者
施
策
の
推
進
は
、
高
度
情
報
通
信
社
会
の
進
展
に
的
確
に
対
応
す
る
こ
と
に
配
慮
し
て
行

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
消
費
者
施
策
の
推
進
は
、
消
費
生
活
に
お
け
る
国
際
化
の
進
展
に
的
確
に
対
応
す
る
こ
と
に
配
慮

し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
消
費
者
施
策
の
推
進
は
、
環
境
の
保
全
に
配
慮
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
県
の
責
務
）

第
四
条

県
は
、
経
済
社
会
の
発
展
に
即
応
し
て
、
前
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
消
費
者
施
策
を

策
定
し
、
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２
　
県
は
、
市
町
村
が
行
う
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
及
び
増
進
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
、
必
要
な
情

報
の
提
供
、
技
術
的
助
言
そ
の
他
の
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
の
責
務
）

第
五
条

事
業
者
は
、
第
三
条
の
基
本
理
念
に
か
ん
が
み
、
そ
の
供
給
す
る
商
品
及
び
役
務
に
つ
い
て
、

次
に
掲
げ
る
責
務
を
有
す
る
。

一
　
消
費
者
の
安
全
及
び
消
費
者
と
の
取
引
に
お
け
る
公
正
を
確
保
す
る
こ
と
。

二
　
消
費
者
に
対
し
必
要
な
情
報
を
明
確
か
つ
平
易
に
提
供
す
る
こ
と
。

三
　
消
費
者
と
の
取
引
に
際
し
て
、
消
費
者
の
知
識
、
経
験
及
び
財
産
の
状
況
等
に
配
慮
す
る
こ
と
。

四
　
消
費
者
と
の
間
に
生
じ
た
苦
情
を
適
切
か
つ
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
等

に
努
め
、
当
該
苦
情
を
適
切
に
処
理
す
る
こ
と
。

五
　
県
が
実
施
す
る
消
費
者
施
策
に
協
力
す
る
こ
と
。

２
　
事
業
者
は
、
そ
の
供
給
す
る
商
品
及
び
役
務
に
関
し
環
境
の
保
全
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
当
該

商
品
及
び
役
務
に
つ
い
て
品
質
等
を
向
上
さ
せ
、
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
自
ら
が
遵
守
す
べ
き
基
準

を
作
成
す
る
こ
と
等
に
よ
り
消
費
者
の
信
頼
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
者
団
体
の
責
務
）

第
六
条

事
業
者
団
体
は
、
事
業
者
の
自
主
的
な
取
組
を
尊
重
し
つ
つ
、
事
業
者
と
消
費
者
と
の
間
に

生
じ
た
苦
情
の
処
理
の
体
制
の
整
備
、
事
業
者
自
ら
が
そ
の
事
業
活
動
に
関
し
遵
守
す
べ
き
基
準
の

作
成
の
支
援
そ
の
他
の
消
費
者
の
信
頼
を
確
保
す
る
た
め
の
自
主
的
な
活
動
に
努
め
る
も
の
と
す
　

る
。

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
七
十
三
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

一
〇



（
消
費
者
の
役
割
）

第
七
条

消
費
者
は
、
自
ら
進
ん
で
、
そ
の
消
費
生
活
に
関
し
て
、
必
要
な
知
識
を
修
得
し
、
及
び
必

要
な
情
報
を
収
集
す
る
等
自
主
的
か
つ
合
理
的
に
行
動
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
消
費
者
は
、
消
費
生
活
に
関
し
、
環
境
の
保
全
及
び
知
的
財
産
権
等
の
適
正
な
保
護
に
配
慮
す
る

よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
消
費
者
団
体
の
役
割
）

第
八
条

消
費
者
団
体
は
、
消
費
生
活
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
並
び
に
意
見
の
表
明
、
消
費

者
に
対
す
る
啓
発
及
び
教
育
、
消
費
者
の
被
害
の
防
止
及
び
救
済
の
た
め
の
活
動
そ
の
他
の
消
費
者

の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
を
図
る
た
め
の
健
全
か
つ
自
主
的
な
活
動
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章
　
消
費
者
の
安
全
の
確
保

（
危
険
商
品
等
の
供
給
の
禁
止
）

第
九
条

事
業
者
は
、
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
に
よ
り
消
費
者
の
生
命
又
は
身
体

に
危
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
商
品
又
は
役
務
を
供
給
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
事
業
者
は
、
そ
の
供
給
す
る
商
品
又
は
役
務
が
消
費
者
の
生
命
又
は
身
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
又

は
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
商
品
又
は
役
務

の
供
給
の
停
止
、
そ
の
商
品
の
回
収
そ
の
他
危
害
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
合
理
的
な
根
拠
を
示
す
資
料
の
提
出
）

第
十
条

知
事
は
、
前
条
第
一
項
に
該
当
す
る
商
品
又
は
役
務
か
否
か
を
判
断
す
る
た
め
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
商
品
又
は
役
務
を
供
給
す
る
事
業
者
に
対
し
、
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
商

品
又
は
役
務
が
安
全
で
あ
る
こ
と
の
裏
付
け
と
な
る
合
理
的
な
根
拠
を
示
す
資
料
の
提
出
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
指
導
及
び
勧
告
）

第
十
一
条

知
事
は
、
事
業
者
が
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と

き
は
、
そ
の
事
業
者
に
対
し
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
商
品
又
は
役
務
の
供

給
の
停
止
、
そ
の
商
品
の
回
収
そ
の
他
危
害
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
指

導
し
、
又
は
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
情
報
提
供
）

第
十
二
条

知
事
は
、
商
品
又
は
役
務
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
に
よ
り
消
費
者

の
生
命
又
は
身
体
に
つ
い
て
重
大
な
危
害
を
発
生
さ
せ
、
又
は
発
生
さ
せ
る
急
迫
し
た
危
険
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
危
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
生
命
又
は
身
体
に
危
害
を
発
生
さ
せ
、
又
は
発
生
さ
せ
る
危
険
が
あ
る
内
容
、
そ
の
商
品
又
は

役
務
の
名
称
、
そ
の
商
品
又
は
役
務
を
供
給
す
る
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
そ
の
他
消
費

者
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
消
費
者
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

表
示
の
適
正
化
等

（
表
示
等
の
適
正
化
）

第
十
三
条

事
業
者
は
、
消
費
生
活
に
お
け
る
安
全
を
確
保
し
、
又
は
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
の
適

正
な
取
引
を
確
保
す
る
た
め
、
そ
の
提
供
す
る
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
推

進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
消
費
者
が
商
品
の
購
入
若
し
く
は
使
用
又
は
役
務
の
利
用
に
際
し
そ
の
選
択
等
を
誤
る
こ
と
が

な
い
よ
う
虚
偽
又
は
誇
大
な
広
告
そ
の
他
の
表
示
を
し
な
い
こ
と
。

二
　
消
費
者
が
不
利
益
を
被
る
こ
と
が
な
い
よ
う
適
正
に
計
量
す
る
こ
と
。

三
　
品
質
の
改
善
及
び
消
費
生
活
の
合
理
化
に
寄
与
す
る
よ
う
適
正
な
規
格
を
定
め
る
こ
と
。

（
県
の
基
準
設
定
）

第
十
四
条

知
事
は
、
消
費
生
活
に
お
け
る
安
全
を
確
保
し
、
又
は
消
費
者
と
事
業
者
と
の
間
の
適
正

な
取
引
を
確
保
す
る
た
め
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場

合
を
除
き
、
商
品
又
は
役
務
の
表
示
、
計
量
及
び
規
格
に
つ
い
て
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
事
業
者
は
、
商
品
又
は
役
務
を
供
給
す
る
に
当
た
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
を
遵
守
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
導
及
び
勧
告
）

第
十
五
条

知
事
は
、
事
業
者
が
前
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
事

業
者
に
対
し
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
を
遵
守
す
べ
き
旨
を
指
導
し
、
又
は
勧
告
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
四
章

不
当
な
取
引
の
防
止

（
不
当
な
取
引
行
為
の
禁
止
）

第
十
六
条

知
事
は
、
事
業
者
が
消
費
者
と
の
間
で
行
う
取
引
に
関
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
行
為
を
不
当
な
取
引
行
為
と
し
て
規
則
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
消
費
者
に
対
し
、
販
売
の
意
図
を
隠
し
、
商
品
若
し
く
は
役
務
に
関
す
る
重
要
な
情
報
で
あ
っ

て
、
事
業
者
が
保
有
し
、
若
し
く
は
保
有
し
得
る
も
の
を
提
供
せ
ず
、
若
し
く
は
誤
認
を
招
く
情

報
を
提
供
し
、
又
は
将
来
に
お
け
る
不
確
実
な
事
項
に
つ
い
て
断
定
的
判
断
を
提
供
し
て
、
契
約

の
締
結
を
勧
誘
し
、
又
は
契
約
を
締
結
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
消
費
者
を
威
迫
し
、
若
し
く
は
困
惑
さ
せ
、
消
費
者
の
取
引
に
関
す
る
知
識
若
し
く
は
判
断
力

の
不
足
に
乗
じ
、
又
は
消
費
者
を
不
安
な
状
態
に
陥
ら
せ
、
契
約
の
締
結
を
勧
誘
し
、
又
は
契
約

を
締
結
さ
せ
る
こ
と
。

三
　
取
引
に
お
け
る
信
義
則
に
背
反
し
、
消
費
者
に
不
当
な
不
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
る
内
容

の
契
約
を
締
結
さ
せ
る
こ
と
。

四
　
消
費
者
又
は
そ
の
関
係
人
を
欺
き
、
威
迫
し
、
又
は
不
当
な
手
段
に
よ
り
困
惑
さ
せ
、
消
費
者
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又
は
そ
の
関
係
人
に
契
約
（
契
約
の
成
立
又
は
そ
の
内
容
に
つ
い
て
当
事
者
間
で
争
い
の
あ
る
も

の
を
含
む
。）
に
基
づ
く
債
務
の
履
行
を
迫
り
、
又
は
そ
の
債
務
の
履
行
を
さ
せ
る
こ
と
。

五
　
契
約
又
は
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
債
務
の
全
部
又
は
一
部
の
履
行
を
不
当
に
拒
否
し
、
又
は
遅

延
さ
せ
る
こ
と
。

六
　
消
費
者
の
正
当
な
根
拠
に
基
づ
く
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
、
契
約
の
解
除
若
し
く
は
取
消
し
の

申
出
若
し
く
は
契
約
の
無
効
の
主
張
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
申
込
み
の
撤
回
等
」
と
い
う
。）

を
妨
げ
、
又
は
申
込
み
の
撤
回
等
に
よ
っ
て
生
ず
る
債
務
の
履
行
を
不
当
に
拒
否
し
、
若
し
く
は
　

遅
延
さ
せ
る
こ
と
。

七
　
商
品
又
は
役
務
の
購
入
を
条
件
又
は
原
因
と
し
て
信
用
の
供
与
を
す
る
契
約
又
は
保
証
を
受
託

す
る
契
約
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
与
信
契
約
等
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
、
消
費
者
の
利
益

を
不
当
に
害
す
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
与
信
契
約
等
の
締
結
を
勧
誘
し
、
若

し
く
は
締
結
さ
せ
、
又
は
消
費
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
方
法
で
与
信
契
約
等
に
基
づ
く
債
務

の
履
行
を
迫
り
、
若
し
く
は
そ
の
債
務
の
履
行
を
さ
せ
る
こ
と
。

２
　
事
業
者
は
、
消
費
者
と
取
引
を
行
う
に
当
た
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
不
当
な
取
引

行
為
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
指
導
及
び
勧
告
）

第
十
七
条

知
事
は
、
事
業
者
が
前
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
事

業
者
に
対
し
、
不
当
な
取
引
行
為
を
改
善
す
べ
き
こ
と
を
指
導
し
、
又
は
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
情
報
提
供
）

第
十
八
条

知
事
は
、
不
当
な
取
引
行
為
に
よ
り
消
費
者
に
重
大
な
被
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る

急
迫
し
た
危
険
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
被
害
の
発
生
又
は
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
特
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
不
当
な
取
引
行
為
の
内
容
、
そ
の
不
当
な
取
引
行
為
に
係
る
事
業

者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
そ
の
他
不
当
な
取
引
行
為
に
よ
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な

情
報
を
消
費
者
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章

消
費
者
被
害
の
救
済

（
消
費
生
活
相
談
員
）

第
十
九
条

知
事
は
、
地
域
に
お
け
る
消
費
生
活
に
関
し
、
相
談
に
応
じ
さ
せ
、
及
び
苦
情
、
意
見
、

要
望
そ
の
他
の
情
報
を
県
に
提
供
さ
せ
る
た
め
、
消
費
生
活
相
談
員
を
置
く
。

２
　
消
費
生
活
相
談
員
は
、
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
し
て
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
の
う

ち
か
ら
知
事
が
委
嘱
す
る
。

（
苦
情
等
の
処
理
）

第
二
十
条

知
事
は
、
消
費
者
か
ら
消
費
生
活
に
関
す
る
苦
情
又
は
相
談
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、
そ
の
内
容
を
調
査
し
、
助
言
、
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
消
費
生
活
に
関
す
る
紛
争
処
理
）

第
二
十
一
条

知
事
は
、
前
条
の
苦
情
又
は
相
談
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
苦
情
又
は

相
談
が
県
民
の
消
費
生
活
と
の
関
連
性
が
高
い
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
の
事
業
者
と
の
民
事
上
の

紛
争
に
係
る
も
の
で
、
か
つ
、
そ
の
紛
争
の
解
決
の
た
め
に
専
門
的
又
は
技
術
的
な
判
断
が
要
求
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
法
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
山
梨
県
消
費
生
活
紛
争
処
理
委
員
会
の
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
消
費
生
活
紛
争
処
理
委
員
会
）

第
二
十
二
条

前
条
の
あ
っ
せ
ん
及
び
調
停
を
行
い
、
並
び
に
事
業
者
の
提
供
す
る
商
品
又
は
役
務
に

よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
消
費
者
が
そ
の
事
業
者
を
相
手
と
し
て
提
起
す
る
訴
訟
（
民
事
訴
訟
法
（
平

成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
二
百
七
十
五
条
に
規
定
す
る
和
解
及
び
民
事
調
停
法
（
昭
和
二
十
六
年

法
律
第
二
百
二
十
二
号
）
に
よ
る
調
停
を
含
む
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
消
費
者
訴
訟
」
と
い
う
。）

の
援
助
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
た
め
、
知
事
の
附
属
機
関
と
し
て
山
梨
県
消
費
生
活
紛
争

処
理
委
員
会
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。

２
　
委
員
会
は
、
委
員
十
五
人
以
内
で
組
織
す
る
。

３
　
委
員
は
、
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
、
消
費
者
及
び
事
業
者

の
う
ち
か
ら
知
事
が
委
嘱
し
、
又
は
任
命
す
る
。

４
　
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
委
員
が
欠
け
た
場
合
に
お
け
る
補

欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

５
　
委
員
会
に
会
長
を
置
く
。

６
　
会
長
は
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。

７
　
会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
委
員
会
を
代
表
す
る
。

８
　
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
会
長
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

９
　
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
委

員
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

（
事
件
の
周
知
）

第
二
十
三
条

知
事
は
、同
種
の
被
害
の
防
止
及
び
救
済
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

委
員
会
に
お
け
る
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
の
経
過
及
び
結
果
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
す
る
。

（
訴
訟
に
要
す
る
費
用
の
貸
付
け
等
）

第
二
十
四
条

知
事
は
、
消
費
者
が
消
費
者
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
消
費
者
訴
訟
が

次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
を
も
満
た
す
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
消
費
者
に

対
し
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
訴
訟
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金
の
全
部
又
は
一
部
を

貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
同
種
の
被
害
が
多
数
発
生
し
、
又
は
多
数
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
商
品
又
は
役
務
に
係
る
も

の
二
　
一
件
当
た
り
の
被
害
額
が
規
則
で
定
め
る
額
以
下
の
も
の
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三
　
委
員
会
に
お
い
て
援
助
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
も
の

四
　
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
も
の

２
　
知
事
は
、
消
費
者
の
被
害
の
救
済
に
資
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
会
の
意

見
を
聴
い
て
、
消
費
者
訴
訟
を
提
起
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
消
費
者
訴
訟
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要

な
資
料
の
提
供
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
貸
付
金
の
返
還
及
び
免
除
等
）

第
二
十
五
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
貸
し
付
け
る
資
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
貸
付
金
」

と
い
う
。）
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
は
、
消
費
者
訴
訟
が
終
了
し
た
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
日
ま

で
に
貸
付
金
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
死
亡
し
た
と
き
そ
の

他
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
貸
付
金
の
全

部
又
は
一
部
の
返
還
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
災
害
、
疾
病
そ
の

他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
貸
付
金
を
返
還
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
貸
付
金
の
返
還
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
章

生
活
関
連
商
品
の
需
給
の
安
定

（
指
定
生
活
関
連
商
品
）

第
二
十
六
条

知
事
は
、
県
民
の
消
費
生
活
と
の
関
連
性
が
高
い
商
品
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
生

活
関
連
商
品
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
、
そ
の
供
給
が
著
し
く
不
足
し
、
若
し
く
は
不
足
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
そ
の
価
格
が
異
常
に
上
昇
し
、
若
し
く
は
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
生
活
関
連
商
品
を
特
に
供
給
の
確
保
又
は
価
格
の
安
定
を
図
る
べ
き
商

品
（
次
条
に
お
い
て
「
指
定
生
活
関
連
商
品
」
と
い
う
。）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
態
が
消
滅
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を

解
除
す
る
も
の
と
す
る
。

（
勧
告
）

第
二
十
七
条

知
事
は
、
指
定
生
活
関
連
商
品
に
係
る
事
業
者
が
買
占
め
又
は
売
惜
し
み
に
よ
り
そ
の

指
定
生
活
関
連
商
品
を
多
量
に
保
有
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場

合
を
除
き
、
そ
の
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
指
定
生
活
関
連
商
品
の
買
占
め
又
は
売
惜
し
み
の
中
止
又

は
停
止
を
す
べ
き
こ
と
及
び
そ
の
指
定
生
活
関
連
商
品
の
適
正
な
価
格
で
の
売
渡
し
を
す
べ
き
こ
と

を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
章

啓
発
活
動
及
び
教
育
の
推
進
等

（
啓
発
活
動
及
び
教
育
の
推
進
）

第
二
十
八
条

知
事
は
、
消
費
者
の
自
立
を
支
援
す
る
た
め
、
消
費
生
活
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び

情
報
の
提
供
等
消
費
者
に
対
す
る
啓
発
活
動
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
消
費
者
が
生
涯
に
わ
た
っ
て

消
費
生
活
に
つ
い
て
学
習
す
る
機
会
が
あ
ま
ね
く
求
め
ら
れ
て
い
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
学
校
、
地

域
、
家
庭
、
職
域
そ
の
他
の
様
々
な
場
を
通
じ
て
消
費
生
活
に
関
す
る
教
育
を
充
実
さ
せ
る
よ
う
必

要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
試
験
、
検
査
等
の
実
施
等
）

第
二
十
九
条

知
事
は
、
消
費
者
の
安
全
の
確
保
及
び
表
示
の
適
正
化
等
に
関
す
る
施
策
の
実
効
を
確

保
す
る
た
め
、
商
品
の
試
験
、
検
査
等
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
試
験
、
検
査
等
の
結
果

を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

第
八
章

知
事
に
対
す
る
申
出

第
三
十
条

県
民
は
、
事
業
者
が
こ
の
条
例
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
又
は
こ
の
条
例

に
定
め
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
消
費
者
の
権
利
が
侵
さ
れ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と

き
は
、
知
事
に
対
し
そ
の
旨
を
申
し
出
て
、
適
当
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
を
調
査
し
、
そ
の
申
出
に
理

由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、こ
の
条
例
に
基
づ
く
措
置
そ
の
他
適
当
な
措
置
を
と
る
も
の
と
す
る
。

第
九
章

山
梨
県
消
費
生
活
審
議
会

第
三
十
一
条

県
民
の
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
調
査
審
議
す
る
た
め
、

知
事
の
附
属
機
関
と
し
て
山
梨
県
消
費
生
活
審
議
会
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
審
議
会
」
と
い
う
。）

を
設
置
す
る
。

２
　
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
　
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
を
定
め
、
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

二
　
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
規
則
を
定
め
、
又
は
改
正
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

三
　
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
解

除
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

３
　
審
議
会
は
、
委
員
二
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

４
　
委
員
は
、
消
費
生
活
の
安
定
及
び
向
上
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
知
事
が
委

嘱
し
、
又
は
任
命
す
る
。

５
　
第
二
十
二
条
第
四
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
、
審
議
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
章

雑
則

（
告
示
）

第
三
十
二
条

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
県
公
報
に
登
載
す
る
こ
と
に

よ
り
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
準
を
定
め
、
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
た
と
き
。

二
　
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
、
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
解

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
七
十
三
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

一
三



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
七
十
三
号
　
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
二
日

一
四

除
を
し
た
と
き
。

（
報
告
及
び
立
入
調
査
）

第
三
十
三
条

知
事
は
、
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
及
び
第
六
章
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お

い
て
、
事
業
者
若
し
く
は
そ
の
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
に
対
し
報
告
さ
せ
、

又
は
そ
の
職
員
を
し
て
、
事
業
者
若
し
く
は
そ
の
者
と
そ
の
事
業
に
関
し
て
関
係
の
あ
る
事
業
者
の

事
務
所
、
事
業
所
、
店
舗
、
工
場
、
倉
庫
そ
の
他
の
事
業
を
行
う
場
所
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
、
書
類
、

設
備
そ
の
他
の
物
件
を
調
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
調
査
又
は
質
問
を
す
る
職
員
は
、そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、

関
係
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
意
見
陳
述
等
の
機
会
の
付
与
）

第
三
十
四
条

知
事
は
、
第
十
一
条
、
第
十
五
条
、
第
十
七
条
又
は
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
勧
告
に
係
る
事
業
者
に
対
し
、
意
見
を
述
べ
、
及
び
証
拠
書
類
又

は
証
拠
物
を
提
示
す
る
機
会
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

（
公
表
）

第
三
十
五
条

知
事
は
、
事
業
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
資
料
の
提
出
の
求
め
に
応
じ
ず
、又
は
虚
偽
の
資
料
を
提
出
し
た
と
き
。

二
　
第
十
一
条
、
第
十
五
条
、
第
十
七
条
又
は
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
。

三
　
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項

の
規
定
に
よ
る
立
入
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る

質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
と
き
。

（
委
任
）

第
三
十
六
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則

で
定
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
六
項
の
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）
前
に
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨

県
消
費
生
活
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。）
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
勧
告
、

報
告
の
請
求
、
貸
付
け
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
相
当
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
勧
告
、
報
告
の

請
求
、
貸
付
け
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

３
　
施
行
日
前
に
旧
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
に
つ
い
て
は
第
十
四
条
第
二
項
の

規
定
に
違
反
し
た
者
と
、
旧
条
例
第
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
に
つ
い
て
は
第
十

六
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
と
み
な
す
。

４
　
施
行
日
前
に
旧
条
例
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
山
梨
県
消
費
生
活
紛
争
処
理
委
員
会
で
調

査
審
議
さ
れ
た
事
項
は
、
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
山
梨
県
消
費
生
活
紛
争
処
理
委
員
会
で

調
査
審
議
さ
れ
た
事
項
と
み
な
す
。

５
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
従
前
の
山
梨
県
消
費
生
活
紛
争
処
理
委
員
会
の
委
員
で
あ
る
者
は
、

施
行
日
に
、
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
山
梨
県
消
費
生
活
紛
争
処
理
委
員
会
の
委
員
と
し

て
委
嘱
さ
れ
、
又
は
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
委
嘱
さ
れ
、
又
は

任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
者
の
任
期
は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
に

お
け
る
従
前
の
山
梨
県
消
費
生
活
紛
争
処
理
委
員
会
の
委
員
と
し
て
の
任
期
の
残
任
期
間
と
同
一
の

期
間
と
す
る
。

６
　
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
旧
条
例
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
山
梨
県
消
費
生
活
保
護
審
議

会
に
意
見
の
聴
取
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
が
行
わ

れ
た
も
の
と
み
な
す
。

７
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
従
前
の
山
梨
県
消
費
生
活
保
護
審
議
会
の
委
員
で
あ
る
者
は
、
施
行

日
に
、
第
三
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
山
梨
県
消
費
生
活
審
議
会
の
委
員
と
し
て
委
嘱
さ
れ
、

又
は
任
命
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
委
嘱
さ
れ
、
又
は
任
命
さ
れ
た
も

の
と
み
な
さ
れ
る
者
の
任
期
は
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
に
お
け
る
従
前
の
山
梨
県
消
費
生
活
保
護
審
議
会
の
委
員
と
し
て
の
任
期
の

残
任
期
間
と
同
一
の
期
間
と
す
る
。

８
　
施
行
日
前
に
旧
条
例
第
十
条
第
三
項
（
旧
条
例
第
十
七
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）
又
は
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
事

項
で
、
施
行
日
前
に
そ
の
報
告
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
以
後
は
、
こ
れ
を
、

第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
そ
の

報
告
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
す
。

（
附
属
機
関
の
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

９
　
附
属
機
関
の
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
山
梨
県
条
例
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
山
梨
県
消
費
生
活
保
護
審
議
会
」
を
「
山
梨
県
消
費
生
活
審
議
会
」
に
改
め
る
。


